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登校時のマスク着用についてのお知らせ  

 

早春の候、保護者の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より学園に対しまして格別のご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

  さて、新年度スタートに向けて準備をしている時期ではありますが、日本国内で新型コロ

ナウイルスの感染拡大を受け、文部科学省から「新型コロナウイルス感染症に対応した学校

再開ガイドライン」が発表されました。その中で、①「換気の悪い密閉空間にしないための

換気の徹底」②「多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮」③「近距離での会話や

大声での発声をできるだけ控える」３つを徹底することが重要であると明記されています。

特に、学校教育活動上、近距離での会話や発声等の際、飛沫を飛ばさないよう、咳エチケッ

トの要領でマスクを装着するや登校前の検温などを指導することが掲げられています。 

つきましては、本校におきまして４月新学期から生徒の健康・安全確保、感染拡大防止の

観点から、マスク着用の徹底を図ります。新学期始まる前にご家庭において是非マスクの準

備をお願い致します。また、登校前に自宅での検温も重ねてお願いいたします。 

保護者の皆様におかれまして、集団感染防止のためにもご周知・ご理解いただくと共に、

今後ともご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

■注記 ：①新学期がスタートにあたって、学園では生徒全員に布マスク 1 枚配布を検討し

ています。 

     ②「新型コロナウィルス予防及び感染拡大防止」のための学園対応を裏面、及び、

学園 HP に掲載しておりますので併せてご確認ください。 

  

 

 

以上 

 

 

 



 

【新型コロナウィルス予防及び感染拡大防止のための学園対応】 

 

 

 

１ 欠席判断  ：新型コロナウィルス感染の可能性が高い次の条件の場合は、登校禁止及

び医療機関への受診をお願い致します。 

①37.5 度以上の発熱がある生徒。 

         ②37.5 度以下でも明らかな風邪症状(咳・強いだるさ等)がある生徒。 

         ※ご家族で上記の症状がある場合は、速やかに学校へご連絡ください。 

 

 

２ 登校時判断 ：上記に当てはまる生徒が登校した場合、早退を促す。 

 

 

３ 欠席措置  ：「出席停止」の扱いとします。早退を促した場合も左記に準じます。 

 

 

４ 予防    ：感染予防のためご家庭において次の対策指導をお願いいたします。 

🔶石鹸で手を洗うことを徹底する。(特に食前・トイレ後・外出した後) 

🔶手指をアルコール等で除菌する。 

🔶マスク着用や咳エチケットを心がける。 

🔶大勢の人が集まる場所、人込みはなるべく避ける。 

🔶定期的に窓を開けて部屋の換気を行う。 

 

 

５ その他   ：次の症状が出た場合は、速やかに医療機関への受診、最寄りの保健所に

相談をお願いします。 

         ①風邪症状や 37.5度以上の発熱が 4日以上続く (解熱剤を飲んでいる期

間含む)・強いだるさ・息苦しさがある場合。 

         ②喘息や基礎疾患のある生徒で 37.5 度以上の発熱や風邪症状が 2 日程

度続く場合。 

 

６ 出席停止について：新型コロナウィルス感染症疑いのため自宅療養(出席停止扱い)後の

登校再開の際には「新型コロナウィルス感染症疑い 経過報告書」

を提出する。 

           ※経過報告書は学園 HP からダウンロードしてください。 


